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(57)【要約】
【課題】演出の趣向性を向上させることが可能な遊技機
を提供すること。
【解決手段】第一手段（例えば発光ユニット２０）を利
用して実行される第一演出および前記第一手段とは異な
る第二手段（例えばスピーカ３０）を利用して実行され
る第二演出を制御可能な演出制御手段を備え、前記演出
制御手段により前記第一演出を発生させる場合の態様と
して、前記第一演出と前記第二演出とを併せて発生させ
る複合演出態様、および前記第二演出を発生させずに前
記第一演出を発生させる単独演出態様が設定されている
遊技機１とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一演出および遊技者が当該第一演出を把握するための感覚とは異なる感覚によって把
握される第二演出を制御可能な演出制御手段を備え、
　前記演出制御手段により前記第一演出を発生させる場合の態様として、
前記第一演出と前記第二演出とを併せて発生させる複合演出態様、
および前記第二演出を発生させずに前記第一演出を発生させる単独演出態様
が設定されていることを特徴とする遊技機。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、音により当否判定結果を示唆する演出が実行可能な遊技機が開示
されている。この特許文献１に記載される遊技機のように、公知の遊技機においては、当
否判定結果を示唆する演出を構成する要素として、音や映像等の種々の要素が用いられる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０２７５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、演出の趣向性を向上させることが可能な遊技機を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、第一演出および遊技者が
当該第一演出を把握するための感覚とは異なる感覚によって把握される第二演出を制御可
能な演出制御手段を備え、前記演出制御手段により前記第一演出を発生させる場合の態様
として、前記第一演出と前記第二演出とを併せて発生させる複合演出態様、および前記第
二演出を発生させずに前記第一演出を発生させる単独演出態様が設定されていることを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明にかかる遊技機によれば、演出の趣向性を向上させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】表示装置（表示領域）識別図柄や保留表示が表示された状態を示した図である。
【図３】複合演出態様（ａ）と単独演出態様（ｂ）を説明するための概念図である。
【図４】第一演出が発生し得るタイミング（特定タイミングおよび通常タイミング）を示
した概念図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明にかかる遊技機１の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
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まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。遊技機１は遊技盤９
０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されており、発射装置９０８（
発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２に案内する通路を構成
するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている。
【０００９】
　遊技領域９０２には、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口９０７などが設け
られている。表示装置９１は、遊技盤９０の後方に設けられており、表示装置９１の表示
領域９１１は遊技盤９０に形成された開口９０１を通じて視認可能となる領域である。な
お、各図においては、表示領域９１１を大まかに略方形状に記載するが、その形状等は適
宜変更可能である（開口９０１の形状や大きさ、表示装置９１自体の形状や大きさを変更
することで表示領域９１１の形状等を変更することができる）。
【００１０】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１１】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１２】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１３】
　当否の抽選（当否判定）は、図示されない主制御基板に構築された回路である当否判定
手段が、図１に示す始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として実行する（このよう
な始動入賞口９０４は複数設けられていてもよい）。なお、本実施形態では入賞「口」（
入賞した遊技球が内部に取り込まれるもの）であるが、入賞「領域」（入賞した遊技球が
そのまま遊技領域９０２を流下するもの。入賞領域をゲートのような態様としたものが例
示できる）であってもよい。始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として乱数源から
数値（当否判定情報）が取得され、当該数値が予め定められた大当たりの数値と同じであ
る場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。また、始動入賞口９０４は、
遊技球の進入が検出されることを契機として所定数の遊技球（いわゆる賞球）が払い出さ
れるものでなくてもよい。
【００１４】
　また、本実施形態では、上記当否判定を行うための数値が取得された順に当否判定結果
の報知が開始されることとなるが、ある数値が取得されたときに、それより前に取得され
た数値に基づく当否判定結果が報知されている際には、当該ある数値に基づく当否判定結
果の報知が開始されるまで、図示されない制御基板に設けられた記憶手段に記憶される。
未だ当否判定結果の報知が開始されていない数値（以下、保留（情報）と称することもあ
る）の最大の記憶数（最大保留数）は適宜設定することができる。本実施形態における記
憶手段が記憶できる最大の保留情報の数は四つである。なお、当否判定を行うために取得
された数値は、当否判定結果を報知する演出の具体的な内容を決定するための数値として
も利用される。表示領域９１１には、当該保留情報の存在を示すマーク（保留表示１１）
が表示される（図２参照）。また、始動入賞口９０４に入賞したことを契機として即座に
当否判定を行い、当否判定結果自体を記憶手段に記憶させておく構成としてもよい（かか
る場合には、当否判定結果それ自体が保留情報ということになる）。
【００１５】
　当否判定結果が大当たりであるかはずれであるかは、表示装置９１の表示領域９１１に
表示される複数種の識別図柄１０（図２参照）の組み合わせによって報知される。本実施
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形態では、それぞれが複数種の識別図柄１０を含む三つの識別図柄群が変動表示される。
各識別図柄群は、ある当否判定結果を報知する演出の開始と同時に変動を開始し、大当た
りに当選している場合には識別図柄１０は最終的に所定の組み合わせで停止する。当該所
定の組み合わせとしては、同じ識別図柄１０の三つ揃いが例示できる。はずれである場合
には識別図柄１０は大当たりとなる組み合わせ以外の組み合わせで停止する。
【００１６】
　大当たりに当選した場合には大当たり遊技が実行される。大当たり遊技は、大入賞口９
０６が頻繁に開放状態となり、遊技者が多くの遊技球（いわゆる出玉）を獲得することが
できるものであって、公知の遊技機と同様であるため詳細な説明を省略する。
【００１７】
　本実施形態にかかる遊技機１は、図示されないサブ制御基板に構築された回路である演
出制御手段により、種々の演出が制御される。当該演出として、以下で詳細を説明する第
一演出および第二演出を実行することが可能である。
【００１８】
　第一演出は、発光ユニット２０（本発明における第一手段に相当する）を利用したもの
である。発光ユニット２０は、少なくともＬＥＤ等の光源およびそれを制御する回路等を
含むもの（光源を発光させる装置）であり、第一演出発生時に当該光源を発光させる。発
光ユニット２０の発光態様はどのようなものであってもよい。また、発光ユニット２０が
設けられる位置は、遊技者が発光ユニット２０の発光の有無を認識可能な位置であればよ
い。本実施形態における発光ユニット２０は遊技領域９０２内に設けられている（遊技盤
９０に固定されている）が、遊技領域９０２外に設けられていても（前側の枠等に固定さ
れていても）よい。また、発光ユニット２０は可動するものであってもよい。また、第一
演出とは異なる演出発生時に、第一演出発生時とは異なる発光態様で発光させるものであ
ってもよい。かかる発光ユニット２０が発光する第一演出は、遊技者の「視覚」によって
認識（把握）される演出であるということができる。
【００１９】
　本実施形態では、かかる第一演出は、当否判定結果が大当たりとなる場合に限り発生す
るように設定されている。具体的には、ある当否判定結果を報知するための一連の演出中
（識別図柄１０（群）の変動開始から停止まで）に第一演出が発生した場合には、当該当
否判定結果が大当たりとなることが確定する。
【００２０】
　第二演出は、スピーカ３０（音出力装置；本発明における第二手段に相当する）を利用
した演出である。第二演出発生時には、当該スピーカ３０から所定の演出音（以下、単に
演出音というときは当該第二演出用の音を指すものとする）が出力される。演出音の態様
はどのようなものであってもよい。なお、本実施形態におけるスピーカ３０は、他の演出
用の音も出力するものであるが、第二演出専用のスピーカが設けられた構成としてもよい
。第二演出はスピーカ３０から演出音が出力されるものであるため、当該第二演出は遊技
者の「聴覚」によって認識（把握）される演出であるということができる。
【００２１】
　このように、第一演出と第二演出は、遊技者の異なる感覚によって認識されるものであ
るということができる。具体的にいえば、発光ユニット２０によって出力される第一演出
を構成する演出構成要素（光）と、スピーカ３０によって出力される第二演出を構成する
演出構成要素（音）とは、遊技者の異なる感覚によって認識されるものであるということ
である。表示装置９１の表示領域９１１に所定の画像（動画、静止画を含む。以下「画像
」というときには同じ）を表示することを第一演出（「視覚」によって認識される演出）
として設定してもよい。
【００２２】
　ただし、これはあくまで一例である。第一演出と第二演出が遊技者の異なる感覚によっ
て把握されるものであれば各演出の態様は適宜変更可能である。上記実施形態とは逆の設
定、すなわち第一演出を聴覚によって認識される演出、第二演出を視覚によって認識され
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る演出としてもよい。また、遊技者の「触覚」によって認識される演出を第一演出または
第二演出として設定してもよい。このような「触覚」によって認識される演出としては、
遊技者が感じるような風を遊技者に向けて送る構成や、何らかの部材を移動させて遊技者
の身体に接触させる構成、遊技者が感じることができる振動を発生させる構成等が例示で
きる。
【００２３】
　本実施形態における第一演出は、上記第二演出と併せて発生することもあれば、第二演
出を伴わずに発生することもある。つまり、第一演出と第二演出以外の演出を考慮しなけ
れば、第一演出の発生態様として、第一演出と第二演出が一緒に発生する複合演出態様（
図３（ａ）参照）と、第一演出のみが発生する単独演出態様（図３（ｂ）参照）が設定さ
れているといえる。なお、複合演出態様は、第一演出と第二演出が「同時」に発生するこ
とに限定されるわけではない。遊技者が第一演出と第二演出が同時期に発生していること
を認識できる程度の「ずれ」が設定されていてもよいものとする。なお、本実施形態では
、第二演出は、第一演出とともに発生する専用の演出として設定されている。つまり、第
二演出は、第一演出と複合されて発生する演出であって、（第一演出の発生を伴わずに）
それ自体が単独で発生することはない。ただし、第二演出が単独で発生するようにするこ
とを否定するものではない。また、第一演出や第二演出以外の演出が、複合演出態様によ
り発生する第一演出および第二演出や、単独演出態様により発生する第一演出とともに実
行されることを否定するものではない。
【００２４】
　このように、複合演出態様は第一演出と第二演出が一緒に発生するものであるから、第
二演出を伴わずに第一演出が発生する単独演出態様に比して「目立つ」態様であるといえ
る。逆に、単独演出態様は、複合演出態様に比して「目立たない」態様であるといえる。
【００２５】
　上記第一演出が発生し得るタイミングとして、複数のタイミングが設定されている。以
下の説明では、第一演出が発生し得る複数のタイミングのうちの一または複数のタイミン
グを特定タイミングと、それ以外のタイミングを通常タイミングと称する。本実施形態で
は、特定演出に移行する直前のタイミングが特定タイミングとして設定されている（図４
参照）。特定演出に移行する前に実行されている演出を事前演出とすれば、事前演出と特
定演出の間に特定タイミングが設定されているともいえる。なお、遊技者が、特定演出の
移行を契機として第一演出が発生したと感じるタイミングであれば、特定タイミングは特
定演出の開始時点から前後してもよい。
【００２６】
　特定演出は、その結末によって対象の当否判定結果が大当たりとなるか否かが示唆され
るものである。本実施形態では、当該特定演出としてスーパーリーチ演出が設定されてい
る。スーパーリーチ演出は、その結末にとって対象の当否判定結果を報知する演出である
。つまり、当否判定結果が大当たりとなるときに実行される遊技者にとって有利な結末と
、はずれとなるときに実行される遊技者にとって不利な結末とが用意されている演出であ
る。有利な結末や不利な結末は複数種の結末が用意されていてもよい。なお、特定演出は
、スーパーリーチ演出のようにその結末によって当否判定結果を「報知」するものではな
く、「示唆」に留まるものであってもよい。また、スーパーリーチ演出へ移行する契機は
種々設定されているため、対象の当否判定結果を報知するための識別図柄１０の変動が開
始されてから特定タイミングに至るまでの時間は、常に一定ではない。
【００２７】
　第一演出は、特定タイミングにおいて発生する場合、その演出態様は必ず複合演出態様
となるように設定されている。つまり、第一演出とともに第二演出が発生する「目立つ」
態様となる。一方、通常タイミングにおいて発生する場合、その演出態様は必ず単独演出
態様となるように設定されている。つまり、第一演出が第二演出を伴わずに発生する「目
立たない」態様となる。ただし、通常タイミングにおいて複合演出態様が発生することが
ある設定としてもよい。



(6) JP 2018-50693 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

【００２８】
　第一演出が特定タイミングにおいて発生する蓋然性は、第一演出が通常タイミングにお
いて発生する蓋然性よりも高く設定されている。具体的には、第一演出が発生することが
決定された場合、特定タイミングにおいて発生する確率をＸ％と、通常タイミングにおい
て発生する確率をＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・（通常タイミングの数分設定される）％とすれ
ば、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３・・・の値の全てが、Ｘの値よりも小さくなるように設定されてい
る。なお、本実施形態では、特定タイミングは一つのみであるが、特定タイミングとして
複数のタイミングが設定されている場合に、第一演出が特定タイミングにおいて発生する
確率をＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・（特定タイミングの数分設定される）％とすれば、Ｙ１、
Ｙ２、Ｙ３・・・の値のいずれもが、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３・・・の値のいずれと比較した場
合であっても小さくなるように設定すればよい。
【００２９】
　また、特定タイミングとして設定されるタイミングの数（本実施形態では特定演出移行
時の一つ）は、通常タイミングとして設定されるタイミングの数よりも少ない（図４参照
）。なお、本実施形態における通常タイミングは、スーパーリーチ演出中にも設定されて
いる。
【００３０】
　このように特定タイミングおよび通常タイミングを設定することで、複合演出態様およ
び単独演出態様の両方を相当数経験した遊技者に対しては、限られたタイミングで発生す
るのが複合演出態様であり、ランダムに（予想不可能なタイミングで）発生するのが単独
演出態様であるという印象を与える。単独演出態様がランダムで発生するという印象を高
めるため、通常タイミングの数はできるだけ多くすることが望ましい。また、通常タイミ
ング同士の間隔は一定であることが望ましい。
【００３１】
　なお、このように特定タイミングと通常タイミングに区分けするのは、上記のような作
用が奏されるようにするためであって、必ずしもこのように区分けされていなければなら
ないわけではない。つまり、第一演出が発生する全てのタイミングにおいて、複合演出態
様が発生することもあれば、単独演出態様が発生することもある構成とすることを否定す
るものではない。
【００３２】
　以上説明したように、本実施形態にかかる遊技機１によれば、第一演出は第二演出を伴
って複合的に発生することもあれば、第二演出を伴わずに単独で発生することもある。よ
って、同じ第一演出であっても、その発生態様によって遊技者に対して異なる印象を与え
ることができるため、第一演出の発生による遊技の趣向性向上につながる。
【００３３】
　また、第一演出と第二演出は、遊技者の異なる感覚で把握されるものである。複合演出
態様は、第一演出が、それとは異なる感覚で把握される第二演出を伴って複合的に発生す
るものであるため、発生したときに遊技者に与える印象が単独演出態様とは大きく異なる
ものとなる。
【００３４】
　特に、本実施形態における第二演出は、スピーカ３０から演出音を出力するものであり
、遊技者の聴覚に作用する演出である。ゆえに、遊技者がどのような状態にあっても（表
示装置９１に表示される映像等に注目していない状態等にあっても）、第二演出の発生に
よって第一演出の発生に気付く蓋然性が高まることになる。
【００３５】
　また、複合演出態様が発生するタイミングとして、特定演出に移行する直前のタイミン
グである特定タイミングが設定されている。特定演出は、遊技者が注目する演出であると
ころ、このようなタイミングでは（単独演出態様に比して）「目立つ」複合演出態様にて
第一演出を発生させる。つまり、遊技者が注目しているときに第一演出が発生するときに
は、当該第一演出を目立つようにすることで、その発生を強調するものとしている。
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【００３６】
　これに対し、単独演出態様は、特定タイミングに比して多く設定された通常タイミング
で発生するようにしている。通常タイミングでの第一演出の発生は、あらゆるタイミング
でランダムに発生しているというような印象を遊技者に与えるものであるため、かかる通
常タイミングでの第一演出の発生は第二演出の発生を伴わないものとし、敢えて目立たな
いものとすることで、奥深い遊技性を実現することが可能となる。
【００３７】
　また、本実施形態における第一演出は、発生によって対象の当否判定結果が大当たりと
なることが確定するものである。このような「当たり確定演出」の発生態様として、比較
的「目立つ」複合演出態様と比較的「目立たない」単独演出態様を設定しているものであ
る。特定タイミングにおいて発生する複合演出態様は、当たりが確定したことに対する喜
びを増長させるものであり、通常タイミングにおいて発生する単独演出態様は、突然発生
したことに対する驚きを与えるものであるといえる。
【００３８】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００３９】
　例えば、上記実施形態にかかる遊技機１はいわゆるぱちんこ遊技機であるが、回動式遊
技機等の他の遊技機に対し同様の技術思想を適用することが可能である。
【００４０】
　上記実施形態では、第一演出と第二演出は、遊技者の異なる感覚によって認識される演
出である、具体的には発光ユニット２０から出力される第一演出を構成する演出構成要素
（光）と、スピーカ３０から出力される第二演出を構成する演出構成要素（音）が遊技者
の異なる感覚によって認識されるものであることを説明したが、同種の感覚によって認識
されるものとしてもよい。ただし、第一演出を構成する演出構成要素を出力する手段（装
置）と、第二演出を構成する演出構成要素を出力する手段（装置）が異なるものであると
よい。例えば、複数の表示装置を備え、ある表示装置に所定の画像（第一画像）を表示す
ることが第一演出として設定され、当該ある表示装置とは異なる別の表示装置に所定の画
像（第二画像）を表示することが第二演出として設定された構成とすることが考えられる
。かかる場合には、第一演出と第二演出のいずれもが、遊技者の視覚によって認識される
ということになるが、各演出を実行する手段（装置）は異なっているということになる。
【００４１】
　第一演出や第二演出を、遊技者の複数の感覚により認識される演出としてもよい。例え
ば、第一演出を遊技者の視覚および聴覚により認識される演出とする一方、第二演出を遊
技者の触覚により認識される演出とする。かかる構成とする場合には、第一演出が単独で
発生し得る演出であることを踏まえ、第一演出と第二演出が基本的には異なる演出である
ということを認識させるために、第一演出を認識するための一または複数の感覚の全てが
、第二演出を認識するための一または複数の感覚と異なっているものとすることが好まし
い。
【００４２】
　複合演出態様時における第一演出の態様と、単独演出態様時における第一演出の態様が
異なるもの（遊技者に同じ演出であるということが把握される程度に異ならせる）として
もよい。上記実施形態に則して言えば、複合演出態様時において発光ユニット２０を発光
させる時間と、単独演出態様時において発光ユニット２０を発光させる時間を異ならせる
といったことが考えられる。例えば、複合演出態様は、目立たせるために第一演出ととも
に第二演出を発生させるものであるから、複合演出態様時における発光ユニット２０の発
光時間を、単独演出態様時における発光ユニット２０の発光時間よりも長くすることが考
えられる。また、これと同様の考えに基づき、複合演出態様時における発光ユニット２０
の発光の明るさ（発光強度）を、単独演出態様時における発光ユニット２０の発光の明る
さよりも高くするといったことが考えられる。
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【００４３】
　上記実施形態では、第一演出は、発生により当否判定結果が大当たりとなることが確定
する演出であることを説明したが、発生により当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高
まること（いわゆる大当たり期待度が高まること）に留まる演出（いわゆるチャンスアッ
プの演出）であってもよい。この場合、複合演出態様と単独演出態様とでは、チャンスア
ップの程度に差が設定されているとよい。例えば、相対的に「目立つ」態様である複合演
出態様の方が、相対的に「目立たない」態様である単独演出態様よりも、発生したときに
当否判定結果が大当たりとなる期待が高まるような設定とすることが考えられる。
【００４４】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
【００４５】
・手段１
　第一手段を利用して実行される第一演出および前記第一手段とは異なる第二手段を利用
して実行される第二演出を制御可能な演出制御手段を備え、
　前記演出制御手段により前記第一演出を発生させる場合の態様として、
前記第一演出と前記第二演出とを併せて発生させる複合演出態様、
および前記第二演出を発生させずに前記第一演出を発生させる単独演出態様
が設定されていることを特徴とする遊技機。
【００４６】
　このように、第一演出の発生態様として、第二演出とともに発生する目立つ態様と、第
二演出が発生しない目立たない態様が設定されているため、第一演出を用いた遊技の趣向
性向上を図ることが可能となる。
【００４７】
・手段２
　前記第一手段によって出力される演出構成要素を遊技者が把握するための感覚と、前記
第二手段によって出力される演出構成要素を遊技者が把握するための感覚は異なるもので
あることを特徴とする手段１に記載の遊技機。
・手段３
　前記第一手段によって出力される演出構成要素は遊技者の視覚によって把握されるもの
であり、前記第二手段によって出力される演出構成要素は遊技者の視覚以外の感覚によっ
て把握されるものであることを特徴とする手段２に記載の遊技機。
【００４８】
　このように、第一手段が出力する演出構成要素と第二手段が出力する演出構成要素とは
、遊技者の異なる感覚によって把握されるようにすることで、第一演出と第二演出が併せ
て発生したときに、両演出が一つの演出であると誤解されてしまうのを防止することが可
能である。また、両演出を把握するための感覚が異なるため、両演出が併せて発生したと
きの印象を高めることが可能である。　
【００４９】
・手段４
　前記第一演出が発生するタイミングとして、発生する演出の態様が前記複合演出態様と
なる一または複数の特定タイミングが設定されていることを特徴とする手段１から手段３
のいずれかに記載の遊技機。
【００５０】
　このように、複合演出態様が発生するタイミングが設定されていれば、一度複合演出態
様による演出発生を経験した遊技者は当該タイミングが訪れたときに複合演出態様による
演出発生を期待することになる。
【００５１】
・手段５
　前記特定タイミングは、前記第一演出が発生しうるそれ以外のタイミングよりも、前記
第一演出が発生する蓋然性が高く設定されていることを特徴とする手段４に記載の遊技機
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【００５２】
　特定タイミングにおいて第一演出が発生する確率が高い、すなわちそれ以外のタイミン
グにおいて第一演出が発生する確率が低いものとすれば、特定タイミング以外のタイミン
グにおいては（複合演出態様に比して）目立たない単独演出態様で第一演出が発生する場
合が多くなるため、演出を注視していなければ第一演出の発生に気付かないことも多くな
る。よって、実行されている演出に対する遊技者の注目度合を高めることが可能となる。
【００５３】
・手段６
　前記第一演出が発生し得る全てのタイミングのうち、前記特定タイミングとして設定さ
れるものの数は、それ以外のタイミングとして設定されるものの数よりも少なく設定され
ていることを特徴とする手段４または手段５に記載の遊技機。
【００５４】
　このような構成とすれば、（複合演出態様に比して）目立たない単独演出態様で第一演
出が発生するタイミングが多くなるから、実行されている演出に対する遊技者の注目度合
をさらに高めることが可能となる。
【００５５】
・手段７
　前記特定タイミングの少なくとも一つとして、結末によって当否判定結果が示唆される
特定演出への移行時が設定されていることを特徴とする手段４から手段６のいずれかに記
載の遊技機。
【００５６】
　特定演出への移行時は遊技者が注目する状態であるといえる。このようなタイミングに
おいては、（単独演出態様に比して）目立つ複合演出態様で第一演出を発生させるとよい
。
【００５７】
・手段８
　前記第一演出は、発生によって当否判定結果が当たりとなることが確定するものである
ことを特徴とする手段１から手段７のいずれかに記載の遊技機。
【００５８】
　このように、第一演出はいわゆる当たり確定演出であるとよい。
【符号の説明】
【００５９】
１　遊技機
１０　識別図柄
２０　発光ユニット（第一手段）
３０　スピーカ（第二手段）
９１　表示装置
９１１　表示領域
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